
お
知
ら
せ

1417. 12. 1

 　

国
民
健
康
保
険
事
業
で
は
、
国
民
健

康
保
険
に
加
入
し
て
い
て
、
連
続
3
年

以
上
保
険
税
を
年
度
内
に
完
納
し
、
か

つ
療
養
費
の
給
付
を
受
け
な
か
っ
た
世

帯
に
記
念
品
を
贈
呈
し
て
い
ま
す
。

　

今
年
度
の
対
象
世
帯
数
は　

世
帯
で

216

す
。

 
　

国
保
年
金
課
（
内
線　

）・
各
総
合

272

　

支
所

 　

今
年
の
１
月
２
日
以
降
に
、
家
屋
の

全
部
ま
た
は
一
部
を
取
り
壊
し
た
方
は

（
予
定
の
方
も
含
む
）、資
産
税
課
ま
た

は
各
総
合
支
所
・
各
支
所
へ
「
家
屋
の

滅
失
届
」
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

届
け
出
を
し
な
い
と
、
そ
の
ま
ま
課

税
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
印

か
ん
を
ご
持
参
の
上
、
届
け
出
を
し
て

く
だ
さ
い
。

　

届
出
用
紙
は
、
資
産
税
課
ま
た
は
各

支
所
お
よ
び
各
総
合
支
所
の
窓
口
に
あ

り
ま
す
。

 
　

資
産
税
課
（
内
線　

･　

）・
各
総

393

522

　

合
支
所
・
各
支
所

 　

市
内
で
事
業
を
営
ん
で
い
る
法
人
お

よ
び
個
人
の
方
は
、
毎
年
１
月
１
日
現

在
で
所
有
し
て
い
る
事
業
用
の
償
却
資

産
を
申
告
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

平
成　

年
度
分
の
償
却
資
産
の
申
告

18

書
は
、　

月
中
旬
、
行
政
委
員
配
布
ま

12

た
は
郵
送
に
よ
り
お
届
け
し
ま
す
。

国
民
健
康
保
険
健
康
優
良
家
庭
表
彰

問家
屋
を
取
り
壊
し
た
方
へ

お
済
み
で
す
か「
家
屋
の
滅
失
届
」

問償
却
資
産
の
申
告
書
の
送
付

　

申
告
書
の
書
き
方
、
受
付
の
日
時
や

場
所
な
ど
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
同
封

す
る
チ
ラ
シ
に
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
平
成　

年
中
に
新
た
に
事
業

17

を
開
始
さ
れ
た
事
業
用
の
資
産
を
所
有

し
て
い
る
法
人
お
よ
び
個
人
の
方
で
、

申
告
書
が
届
か
な
い
場
合
は
、
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

 
　

資
産
税
課
（
内
線　

・　

）・
各
総

448

449

　

合
支
所

 　

市
選
挙
管
理
委
員
会
で
は
、　

月
1

12

日
現
在
の
住
民
基
本
台
帳
に
基
づ
い
て

調
査
し
、　

月
２
日
に
登
録
し
た
選
挙

12

人
名
簿
を
次
に
よ
り
縦
覧
で
き
ま
す
。

期
間　
　

月
３
日　

〜
７
日　

12

（土）

（水）

　

午
前
8
時　

分
〜
午
後
5
時　

分

30

15

場
所　

選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

　

今
回
の
登
録
は
、
次
の
要
件
に
該
当

す
る
方
で
す
。

�
新
成
人
の
場
合

　

昭
和　

年　

月
２
日
ま
で
に
生
ま
れ

60

12

た
方
で
、
平
成　

年
９
月
１
日
以
前
に

17

石
巻
市
の
住
民
基
本
台
帳
に
登
録
さ
れ

て
い
る
方
。

�
転
入
の
場
合

　

平
成　

年
９
月
１
日
ま
で
に
転
入
届

17

出
を
し
、
引
き
続
き
住
民
基
本
台
帳
に

登
録
さ
れ
て
い
る
方
。

 
　

選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局（
内
線　

）
352

 　

工
業
統
計
調
査
は
、　

月　

日
を
調

12

31

査
日
と
し
て
、
全
国
一
斉
に
実
施
さ
れ

ま
す
。

　

調
査
の
対
象
と
な
る
事
業
所
に
知
事

問選
挙
人
名
簿
の
縦
覧

問工
業
統
計
調
査
に
ご
協
力
を

が
任
命
し
た
調
査
員
が
訪
問
し
ま
す
の

で
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

な
お
、
調
査
内
容
は
法
律
に
よ
っ
て

守
ら
れ
て
お
り
、
外
部
に
漏
れ
た
り
、

課
税
の
た
め
の
資
料
な
ど
に
使
わ
れ
た

り
す
る
こ
と
は
一
切
あ
り
ま
せ
ん
の
で

ご
安
心
く
だ
さ
い
。

 
　

総
合
政
策
課
（
内
線　

）
454

 　
　

月
の
納
税
窓
口
開
設
は
次
の
と
お

12
り
で
す
。

休
日　
　

日　
 

午
前
9
時
〜
午
後
4
時

18

（日）

夜
間　

5
日　

・　

日　

・　

日　

（月）

12

（月）

19

（月）

　
　
　

午
後
5
時　

分
〜
7
時

30

と
こ
ろ　

本
庁
納
税
課
窓
口

 
　

納
税
課　

（
内
線　

）
586

 　

年
末
は
な
ん
と
な
く
気
ぜ
わ
し
く
な

り
、
年
末
特
有
の
犯
罪
や
事
故
・
災
害

に
対
す
る
警
戒
心
が
薄
れ
が
ち
に
な
り

ま
す
。
こ
の
た
め
、
多
発
が
予
想
さ
れ

る
各
種
事
件
･
事
故
の
未
然
防
止
と
少

年
非
行
の
防
止
並
び
に
健
全
育
成
を
図

る
た
め
、
警
察
と
防
犯
協
会
他
各
団
体

で
年
末
・
年
始
の
地
域
安
全
運
動
を
実

施
し
、
パ
ト
ロ
ー
ル
を
強
化
し
ま
す
。

 
　

石
巻
市
防
犯
協
会
連
合
会
（
事
務

　

局　

市
民
活
動
推
進
課
（
内
線　

））

549

 　

国
連
で
は
、
基
本
的
人
権
と
自
由
を

守
る
た
め
に
、　

月
４
日
か
ら　

日
ま

12

10

で
を
「
人
権
週
間
」
と
定
め
、
人
権
の

問休
日
・
夜
間
納
税
窓
口

問年
末
年
始
の
地
域
安
全
運
動

　

月　

日　

〜
1
月
7
日　

12

15

（木）

（土）

問
　

月
４
日
か
ら　

日
ま
で

12

10

は
人
権
週
間
で
す

��������	

受付期間　１２月１３日（火）～１５日（木）　　受付場所　建築課、各管轄の総合支所

募集する住宅

牡　鹿本　庁管　轄

公　営公　営種　類

鮎川寺下4万石浦1-38水押8-41稲井4-26蛇田15住宅名

鮎川浜寺下17-10流留字七勺9-1水押二丁目9新栄二丁目5蛇田字新東前沼142所在地

3K（6×3）3DK（6×3）3K（6×2、4.5）2LDK（6×2）2K（6、4.5）間取り

昭和46年度昭和59年度昭和52年度平成10年度昭和37年度建築年度

木造中耐五階建中耐四階建中耐三階建木造平屋建構　造

1戸1戸1戸1戸1戸募集戸数

※　蛇田15号は、単身申し込み可能です。

※　鮎川寺下住宅４号については、１２月募集で入居者が無かった場合、１月にも募集しますので牡鹿総合支所へお問い合わせください。

※　申し込みの際には、各書類の提出が必要となりますので、詳細についてはお問い合わせください。

※　抽選日時・会場は、管轄によって異なりますので、詳細についてはお問い合わせください。

 　建築課（内線291）　牡鹿総合支所建設課　� 45－2243問
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尊
重
を
啓
発
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
イ
ベ
ン

ト
を
開
催
し
て
い
ま
す
。

　

石
巻
地
域
に
お
い
て
も
、
マ
ン
ガ
の

パ
ネ
ル
展
な
ど
が
開
催
さ
れ
ま
す
の
で
、

こ
の
機
会
に
「
人
権
」
に
つ
い
て
ゆ
っ

く
り
考
え
て
み
ま
せ
ん
か
。

�
街
頭
啓
発
活
動

　

5
日　
　

午
後
2
時　

分
〜
3
時　

分

（月）

30

30

　
　

さ
く
ら
野
石
巻
店
前

　

7
日　
　

午
前　

時
〜
正
午　

イ
ト

（水）

11

　
　

ー
ヨ
ー
カ
ド
ー
石
巻
あ
け
ぼ
の
店

　

8
日　
　

午
前　

時
〜
正
午　

マ
ッ

（木）

11

　
　

ク
ス
バ
リ
ュ
河
北
店
前

�
人
権
週
間
行
事

　

3
日　

〜　

日　
　

イ
ラ
ス
ト
・
ポ

（土）

10

（土）

　
　

ス
タ
ー
展　

ビ
ッ
グ
バ
ン
（
河
北

　
　

総
合
セ
ン
タ
ー
）

　

2
日　

〜　

日　
　

人
権
マ
ン
ガ
パ

（金）

12

（月）

　
　

ネ
ル
展　

石
ノ
森
萬
画
館

 
　

仙
台
法
務
局
石
巻
支
局 

�　

―
６
１
８
８

22

 　

こ
れ
か
ら
冬
に
な
る
と
、
道
路
な
ど
に

設
置
さ
れ
て
い
る
消
火
栓
や
防
火
水
槽

の
蓋
の
上
に
も
雪
が
降
り
積
も
り
ま
す
。

道
路
一
面
に
雪
が
降
り
積
も
る
と
、
消

火
栓
な
ど
の
位
置
の
発
見
が
遅
れ
、
消

火
活
動
を
行
う
際
に
支
障
を
き
た
す
場

合
も
あ
り
ま
す
。

　

消
防
で
は
随
時
除
雪
活
動
を
行
い
ま

す
が
、石
巻
市
に
は
３
、８
７
０
個
所
も

の
消
火
栓
・
防
火
水
槽
が
あ
る
た
め
に
、

一
度
に
除
雪
す
る
に
は
大
変
な
時
間
が

か
か
り
ま
す
。

　

そ
の
た
め
、
み
な
さ
ん
が
庭
先
や
道

路
の
雪
払
い
を
す
る
際
、
お
近
く
の
消

問消
火
栓
・
防
火
水
槽
の
除

雪
に
ご
協
力
を

火
栓
や
防
火
水
槽
の
上
の
雪
も
一
緒
に

払
っ
て
い
た
だ
く
と
大
変
助
か
り
ま
す
。

　

地
域
の
防
災
の
た
め
に
も
よ
ろ
し
く

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

 
　

広
域
行
政
事
務
組
合
消
防
本
部　

　
　

�　

―
７
１
１
１

95

 　
　

月
1
日　

か
ら
「
み
ん
な
で
さ
さ

12

（木）

え
あ
う
あ
た
た
か
い
地
域
づ
く
り
」
を

ス
ロ
ー
ガ
ン
に
歳
末
助
け
あ
い
運
動
が

始
ま
り
ま
す
。

　

今
年
の
目
標
は
１
千　

万
円
で
す
。

129

　

昨
年
集
ま
っ
た
お
金
は
市
内
の
支
援

を
必
要
と
す
る
方
々
や
福
祉
施
設
に
贈

呈
し
ま
し
た
。

　

今
年
も
市
民
の
皆
さ
ん
の
暖
か
い
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

歳
末
助
け
あ
い
募
金
は
、
石
巻
市
共

同
募
金
委
員
会
各
支
所
事
務
局
と
石
巻

市
社
会
福
祉
事
務
所
な
ど
で
受
け
付
け

て
い
ま
す
。

 
　

石
巻
市
共
同
募
金
委
員
会
事
務
局

（
社
会
福
祉
協
議
会
）�　

―
5
2
9
0

96

 　

個
々
の
労
働
者
と
事
業
主
と
の
間
の

ト
ラ
ブ
ル
解
決
に
つ
い
て
労
働
局
が
お

手
伝
い
し
ま
す
。

 
　

石
巻
総
合
労
働
相
談
コ
ー
ナ
ー（
石
巻

　

労
働
基
準
監
督
署
内
）�　

―
3
3
6
5

22

宮
城
労
働
局
総
合
労
働
相
談
コ
ー
ナ
ー

　

�　

―　

―
8
8
3
4

022

299

 　

労
働
者
を
１
人
で
も
雇
っ
て
い
る
事

問歳
末
助
け
あ
い
運
動

問個
別
労
働
紛
争
解
決
制
度

問労
災
保
険
に
未
加
入
の
事
業
所
に
対
す

る
費
用
徴
収
制
度
が
強
化
さ
れ
ま
す
。

業
主
は
、
労
災
保
険
の
加
入
手
続
を
行

わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

平
成　

年　

月
１
日
か
ら
、
労
災
保

17

11

険
未
加
入
の
事
業
主
に
対
す
る
費
用
徴

収
制
度
が
強
化
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
れ
に
よ
り
、
事
業
主
が
労
災
保
険

の
加
入
を
怠
っ
て
い
た
期
間
中
に
労
災

事
故
が
発
生
し
た
場
合
、
さ
か
の
ぼ
っ

て
保
険
料
を
徴
収
す
る
ほ
か
、
労
災
保

険
か
ら
給
付
を
受
け
た
金
額
の　

％
ま

100

た
は　

％
を
事
業
主
か
ら
徴
収
す
る
こ

40

と
に
な
り
ま
す
。

 
　

石
巻
労
働
基
準
監
督
署 

�　

―
3
3
6
5

22

 　

市
政
の
透
明
性
を
確
保
し
、
市
民
に

開
か
れ
た
市
政
を
目
指
す
た
め
「
市
長

室
開
放
デ
ー
」
を
設
け
、
市
長
室
を
市

民
に
開
放
し
ま
す
。
自
由
に
市
長
室
を

見
学
し
た
り
、
市
長
と
お
話
し
し
た
り

で
き
ま
す
。

　

皆
さ
ん
気
軽
に
お
い
で
く
だ
さ
い
。

と
き　
　

月　

日　
 

午
後
1
時
〜
7
時

12

22

（木）

 
　

秘
書
広
報
課
（
内
線　

）
398

 　
　

歳
以
上
の
方
な
ら
ど
な
た
で
も
参

60
加
で
き
ま
す
。

と
き　
　

月
4
日　

12

（日）

　
　
　

午
前　

時
〜
午
後　

時　

分

10

12

30

内
容　

五
樹
会　

舞
踊

　
　
　

杉
本
富
美
子
音
楽
教
室
に
よ
る

　
　
　

コ
ー
ラ
ス

　
　
　

飛
び
入
り
演
芸

 
　

寿
楽
荘　

�　

―
1
7
1
8

23

問市
長
室
開
放
デ
ー

ご
ざ
い
ん
！
市
長
室

問寿
楽
荘
年
忘
れ
演
芸
会

問

��������	
�

　自動車事故で重度の後遺症が残った方や亡くなられた方のご家族

を救済するための制度があります。

���������	
�����	
�
　貸付金額　一時金 155,000円　月々 20,000円

　貸付要件　市県民税が非課税または均等割額のみの課税など

　対 象 者　０歳から中学３年生までの子ども

　返還方法　割賦による20年以内の均等払いで、高校・大学へ進学

　　　　　　する場合は返還猶予あり

　※随時受け付けしています。

�������
　受給資格　自動車事故が原因で、脳、脊髄または胸腹部臓器を損

　　　　　　傷し、重度の後遺障害を持つため常時または随時の介

　　　　　　護を必要とする方

　介護支給額　月額29,290円～136,880円（障害の程度により介護

　　　　　　　に要する費用に応じて支給）

　※随時受け付けしています。

 ・ 　自動車事故対策機構　仙台主管支所

　　　　� 022－262－6790　〒980-0802　仙台市青葉区二日

　　　　町6－12MSビル二日町３階

申 問

��������	
��	
～名義を絶対貸さない！～

　友人や知人に頼まれて名義を貸したら、

　後から高額な請求書が届きトラブルに・・・。

　名義を貸せば契約者になってしまいます。

　はっきり断ることが大切です。また、被害にあったと思ったら、

相談室にご相談ください。

 　消費生活相談室　� 23－5040（直通）問

名義貸し�

なんて、絶�

対にお断�

りよ！！�


